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第２章計画・すすめ・ために

第１節 計画の推進体・

第２節 計画の進・・理

・和年・「環境・スタ・ 」中・生の・ ・ ・ ・ ・

長崎市・山・中・ ・１年生 ・ ・ ・ ・ ・ さん

第１部計画の概要



・ ・を・ ・ ・のあるものにし、め・す環境・を・ ・するためには、市民・・ ・、・ ・ 、市・ ・が、・

たす・き・ ・を・ 解し、・ ・となって・り・んでいくことが・ ・です。

第１部第２章第１節計画の推進体・

第節第節計画の推進体・計画の推進体・
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長崎市環境・・・

（・・・・・・市・・・・・

関係・・・関・市・の・・）

・ ・ ・ ・

・𢦏・・ ・

・ ・・・言

・・ ・

・ ・ ・ ・

・・

・ ・・・ ・

・・ ・

・ ・・・ ・

長崎市環境基本計画推進・・

環境・ ・ ・ ・の・ ・
・ ・ ・ ・

環境部

・ 行・ ・
・ ・・とりまとめ
年 ・ ・ ・ ・ 成

・部・（環境部・・・）

・ ・の・

市・・・体・・・・

・ ・ ・・ ・

関係・関

（・・・・・・市・・・・）

市役・

・・
・・

・・
・・



第１部第２章第１節計画の推進体・
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第
・
章

計
画
・
・
・
・
・
・
・
・

第
１
部

市長、・市長・ ・ ・ ・ 長で・ ・し、環境・ ・ ・ ・の・ ・や環境保全に・する重・ ・ について

・ ・ 的な・ ・を行います。

・ ・ ・ ・の・には、環境・ ・ ・ ・の ・ や・ ・ ・に・する・ ・・・ ・ を行うため、・ ・ ・ ・ 長で

・成する長崎市環境・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ を・ ・しています。

長崎市環境基本計画推進・・

長崎市環境・ ・ ・は、「長崎市環境・ ・ ・ ・」の・ ・に・ ・き、環境・ ・ ・ ・に・する ・ や環

境の保全・ ・・ ・に・する ・ について・ ・ ・ ・する市長の ・ ・ ・𢦏 で、・ ・ ・ ・ 、市・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ 行・ ・ ・の・ ・、市民の・ ・（・ ・）で・成しています。

市は、環境・ ・ ・に・し環境・ ・ ・ ・の ・ や・ ・、・ ・に・する・ ・を行うとともに、環境・

・ ・から・ ・や・言を受け、その・ ・に・めます。

長崎市環境・・・

環境・ ・ ・ ・ を・ ・ 的にすすめるため、・ ・ ・が・ ・・・ ・した・ ・みをすすめます。・ ・みの

・ ・ ・として、「・ス・・・・・ながさき（長崎市地球・ ・ 化・龶活動・ ・ ・ンタ）」を・ ・し、・
・ ・ ・や環境・・ン・の・、・ ・ の環境・ ・ ・に・する・ ・への・ ・な・を・します。

市・・・体・・・・との・・・・・体・

環境・ ・ ・ ・を・ ・するうえでは、・ ・ 的な環境・ ・への・ ・も・ ・になってきます。

そこで、・ ・ ・の水・ ・ ・の・ ・やごみ・ ・な・の・ ・自 ・ と共・する・ ・や、地球環境・ ・

をはじめとする・ ・ 的な・ ・みを・ ・とする・ ・に・しては、国や・、・ ・自 ・ な・の・ ・ ・ ・と

・ ・・・ ・します。

・的な・・・・・体・



・ ・の動きや長崎市の・ ・、・ ・の目・の・ 成・ ・を・ 切に・ ・・・ ・し、・ ・の・行・を高める

・ ・み・くりを行います。

・・・・・・（・・・）

の・ ・し
・ たなの・ ・
・ の・ ・し

D・（実・）

・ ・ ・における自・的な・ ・み
市・ ・における・ ・ ・ ・ 的な
の・

・・・・（計画）

・ ・の ・・・ ・し

・・・・・（・・）

の・ ・ ・ の・ ・

・ の・ ・
年 ・ ・ ・ の・成

環境・ ・ ・による・ ・
市民への・ ・

第１部第２章第節 計画の進・・理

第節第節計画の進・・理計画の進・・理
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